
離婚届の記入例
※協議離婚の場合
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婚姻中の氏で記入してください

成年者２名の署名が必要です

【未成年の子がいる場合】
●この親権について父母のどちらか（単独親
権）または父母双方（共同親権）を選択し、該
当する欄に子の氏名を（フルネーム）記入し
てください。

※親権者の指定を求める家事審判又は家事
調停の申立てをしている場合、「親権者の指
定を求める家事審判又は家事調停の申立て
がされている子」の欄に子の氏名（フルネー
ム）を記入してください。
※親権を指定する審判の確定又は調停の成
立後に、親権者指定届をする必要があります。

●親権者の定めについて真意に基づいて合
意した旨にチェックを必ずいれてください。

※親権者を定めても子の戸籍に変動はありま
せん。子を離婚後の親権者の戸籍に入籍さ
せたい場合は、家庭裁判所の許可を得て
「入籍届」の届出が必要です。

〇 〇 〇

単独親権の場合

共同親権の場合

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
夫妻のうち、戸籍の筆頭者でない方（婚姻に
より氏を改めた方）は、原則として婚姻前の氏
に戻ります。ただし、希望により婚姻中の氏を
そのまま使うこともできます

（婚姻前の氏にもどる場合）
●もとの戸籍にもどる…
→婚姻前の本籍・筆頭者を記入してください。
※現在戸籍がある場合に限ります。もとの戸
籍が除籍となっている場合、もどることはでき
ないので「☑新しい戸籍をつくる」にします
●新しい戸籍をつくる…
→希望する本籍を記入してください。筆頭者
は婚姻前の氏にもどる者の氏名を（氏は婚姻
前の氏）を記入してください。

（離婚後も婚姻中の氏を続けて称する場合）
→この欄には何も記入しないでください。
「離婚の際に称していた氏を称する届」を記
入のうえ離婚届と同時に提出してください。
※離婚届を提出し、一旦婚姻前の氏に戻っ
た場合でも、離婚後３ケ月以内に「離婚の際
に称していた氏を称する届」を「提出すれば、
婚姻中の氏を再び使うことができます。

【届出できるところ】
◇夫婦の本籍地、所在地
【必要なもの】
◇離婚届１通
◇本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証）
【届出できる日】
◇年中、２４時間いつでも可（裁判離婚は確定してから１０日以内）
◇開庁時以外の休日や夜間は警備室預かり
※届書に不備がある場合、後日窓口に来ていただくことがあります
【その他手続き】
◇マイナンバーカードの氏名変更等
氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合は記載事項の変更が必要です

届出書はＡ３サイズで提出してください。
黒のボールペンを使用し、字が消えるボールペンは使用しないでください。

届書の氏名・本籍等は略さずに戸籍のとおりの字体で書いてください。
修正液や修正テープは使えません。

◇問合せ先◇大野城市役所 総合窓口センター
092-580-1844（直通）

市役所の開庁時に連絡がとれる
電話番号の記入をお願いします。

※裁判離婚の場合持参するものや記入方法が異なりますので、
事前に担当までお問い合わせください。
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